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　　　　はじめに

0宿・市の新設と屋敷地割

　②甲府城下町の再編

　③御師町の屋敷地割

　　　　おわりに

　本稿は，甲州における近世初期検地帳による屋敷形態の分析を通じて，甲州街道の宿，市立を伴

う新宿，善光寺町，甲府城下町，御師町など，中近世移行期の町場の空間構成について検討を加え

る。その事によって，従来，近世村落構造の解析にのみ用いられることの多かった検地帳を，中世

末期に成立した都市的な場の空間分析の基本史料として活用する方法の重要性を提示したい。

　本稿で明らかとなった中近世移行期の町場の空間構成の特徴は以下の通りである。

1）中世末の武田氏領内では，市立を伴う新宿の場合でも明確な計画性をもつ短冊型地割が検出され

ない場合があり，計画的な町割・屋敷地割は甲州街道の台ヶ原宿や善光寺町など重要な町場に限定

されていた。短冊型地割については，近世初期には間口6間を基準として奥行30間以下が一つの

基本形となっているが，中世段階に成立していた短冊型地割は，台ヶ原宿・善光寺町など総じて奥

行30間を超え，間口規模については中世段階ではそれよりも狭い傾向が認められる。

2）甲府城下町に関しては，周辺村落の検地帳の分析から惣構堀や町割の整備状況，戦国期城下町と

しての古府中の近世的な改変や新府中住民の移住状況などが明らかとなる。また，周辺部の町で慶

長期に採用された計画的な屋敷地割は，広く在方町場の整備にも導入されたと考えられる。

3）御師町に関しては，前屋敷・門屋敷のような従属的な住民階層を内包した複数の住民で構成され

る大規模な短冊型地割の存在が指摘され，中世末の宿における有力住民階層の屋敷形態の一類型と

して捉えられる。また，前屋敷の自立・分解過程には近世初頭の伝馬役負担や市立方式などが影響

を与えていたと推定される。
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はじめに

　近年，都市的な場として注目されている宿や市のような在地社会に広範囲に籏生した中世後期の

町場群に関しては，その町場が中世から近世へと連続的に継承された場合，近世において村方支配

とされたために検地が実施され，近世初期の「検地帳」が現存していることが多い。検地帳には，

簡略に検注されることの多い中世の土地史料とは異なり，面積・形状（間口・奥行）・位置（小字

名・配列順序）・裏地（前畑・裏畑・屋敷残畠）など個々の屋敷形態が丈量されており，町場の規

模や町割・屋敷地割の具体的状況を知ることのできる貴重な情報を提供してくれる。しかも検地帳

に記載された定量的データを広域的に比較分析することによって，領内における町場の発展段階な

どについても総体的に把握できるのではないかと考える。

　もちろん，検地は単純な土地測量とは異なり，あくまでも近世社会の所産であり，丈量された土

地の性格などについても慎重に吟味されなければならない。そのためには，検地帳から得られた数

値データを単純に統計処理するのではなく，それぞれの町場の近世を通じた展開過程に関する総合

的な検討が不可欠となるが，本稿では，中世都市の調査・分析方法において近世初期の検地帳を用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
いることの有効性を提示するために，それらの検討作業は別稿に譲り，主に検地帳による屋敷形態

の比較分析を中心に具体的な検討を行いたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　甲州では，武田氏時代の市・宿などの町場の分布等が領内全体で解明されつつあり，また，山梨

県立図書館には，大久保長安を奉行とする慶長6（1601）年の三郡検地以降の数百ヶ村の検地帳が

所蔵されていること。とくに現存する慶長検地帳は，甲州街道をはじめ諸街道の整備が完了する以

前に作成されており，武田氏時代の町場の空間形態を分析するために有効と考えられること。さら

に，寛文・貞享期の検地帳と比較することで，近世初期の宿駅整備による計画的町割の実施など近

世の町場としての整備状況を把握することも可能と考えられることから分析対象として取り上げた。

　なお，本稿で引用する検地帳については，とくに断らない限り山梨県立図書館所蔵の史料を利用

している。

0……一宿・市の新設と屋敷地割

1）宿の移転と屋敷割の変化

　甲州武川筋の「台ヶ原宿」（現・山梨県北杜市白州町台ヶ原）は，釜無川・尾白川の合流地点，

信州往還と逸見路を結ぶ交通の要衝に立地している。永禄11（1568）年「武田氏伝馬口付銭掟書」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
に「従府中台原へ　四十文，従台原蔦木へ　十五文，（以下略）」とあるように，武田氏時代には，

すでに府中より信州の蔦木に伝馬を継立するための重要な宿を形成していた。また，南側には尾白
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
川を挟んで武川衆の軍事的拠点であった中山砦が存在し「根小屋」地名がみられるなど，その山麓

に展開した宿の一類型と考えることも可能である。ただ，これ以上の具体的状況については文献史

料が残されておらず，不明と言わざるを得ない。
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　表1台ヶ原宿の屋敷規模分布の変化

智　　慶長6（16°1）年屋㈱分布
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寛文12（1672）年屋敷規模分布

蜘
㈲

嗣
働

州
街
道

（付
替
後
）

図1　明治期の地割と小字名
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図2安政7（1860）年「青柳村絵図」（小河内家所蔵）
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　ここで，慶長6（1601）年「武川筋台ヶ原郷屋敷御縄打水帳」と寛文12（1672）年「甲州武川筋

台ヶ原村屋敷御検地水帳」によって慶長期と寛文期における宿の屋敷形態を比較してみたい（表1）。

　まず，慶長期・寛文期とも表間口が狭く奥行の深い短冊型地割が成立してたことが明らかになる。

寛文期の屋敷地割は，個々の屋敷について部分的に分割・統合がみられるものの，幕末期の絵図や

明治期の地籍図を用いて地割復原することが可能であり，基本的には，近世を通じて継承された台
　　　　　　　　（5）
ヶ原宿に比定される。屋敷地割には面積規模において階層差はみられるものの表間口は6間～7間

が多数を占め，伝馬役を負担する本役（一軒役）屋敷の平均的な間口規模として割り付けられたと

推定される。

　一方，慶長期の屋敷地割については，個々の屋敷の間口・奥行寸法を寛文期の屋敷形態と比較し

ても対応せず，寛文期の屋敷に継承されたとみられる屋敷は存在しない。このことは，慶長期の屋敷

の平均的な表間口が4間前後であり，寛文期に比較すると約2間ほど間口規模が狭いことに端的に

表されている。つまり，慶長期の台ヶ原宿と寛文期の台ヶ原宿の空間的断絶が推定されるのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（θ
甲州道中の宿駅整備は，慶長7（1602）年頃とされているが，台ヶ原宿の慶長検地は，この甲州街道

の付替による宿駅整備以前の中世に成立していた台ヶ原宿を丈量したものと考えることができよう。

　そこで，明治期の地籍図を用いて周辺の地割形態をさらに検討してみたい。図1は明治26（1893）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
年「北巨摩郡菅原村之内大字台ヶ原組全図」であるが，同図によれば，甲州街道に沿って両側町を

構成する近世の台ヶ原宿には字名「屋敷」とあるが，その東側，甲州街道から分岐した裏道に沿っ

て「古屋敷」と称される地区があることが判明する。同地区は，近世以降は畑地となっているが，

現在も長大な短冊型地割が残されており，また，道路を挟んで対面する「西久保」「大畑」地区に

も同様な短冊型地割が確認される。

　この「古屋敷」こそが，中世の台ヶ原宿の位置に比定されるのであり，慶長検地はそれを丈量し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
たもの，すなわち，慶長期と寛文期の屋敷形態の特徴の相違は，台ヶ原宿の宿移転を示すものとみ

なされるのである。慶長検地では屋敷31筆と屋敷数が少なく，街道付替に伴う宿移転直前の台ヶ

原宿はかなり衰退していたことが窺われるが，それでも中世段階の宿の屋敷形態の特徴を留めてい

たことは十分に考えられる。とくに近世の宿駅整備によって間口6問程度に均質化する以前にはさ

らに表間口が狭かったこと。また，奥行規模については慶長検地帳では「裏地」等の地目の書上が

ないため30間以下となっているが，地籍図等によれば，さらに裏地が伸びており最大で奥行80間

程度の短冊型地割であったことが想定される。これは，後述する上吉田宿の屋敷地割とも共通性が

ある。裏地の大半は耕地として利用されていたのであろうが，中世段階の宿の屋敷地割は，長大な

裏地を付属させた，近世段階に比較するとはるかに奥行の長い短冊型地割が多く存在したことを示

すものではなかろうか。

2）新宿における市の開設と屋敷地割の計画性

　次に，戦国期に市が開設されていた「新宿」について慶長検地と寛文検地で丈量された屋敷形態

を比較してみたい。このことによって，かならずしも宿・市立の時期と短冊型地割の成立時期が一

致しないという極めて興味深い事実が明らかになる。

　ここでは，武田勝頼が一条信就に命じて建設させた甲州西郡筋の「青柳新宿」（現・山梨県南巨
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奥行

　　　　　　　表2　青柳新宿の屋敷規模分布の変化

慶長6（1601）年屋敷規模分布　　　　　　　　　　　　　　　　臭行　　　　　寛文12（1672）年屋敷規模分布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1劃

留 伽
刷

摩郡増穂町青柳町）を慶長6（1601）年「西郡筋青柳之郷御縄打屋敷帳」および寛文12（1672）年

「甲州西郡筋青柳村御検地屋敷水帳」によって比較検討してみたい。

　青柳新宿では，天正8（1580）年9月には「於干青柳郷（ママ）可被新宿之由候條，除棟別井御
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
普請役，自辛巳至干丁未之年，三ヶ年之間，諸役有御免許之由被仰出者也」とあるように棟別と普

請役を除く三力年の諸役を免許され新宿に設定されている。また，同年12月には「青柳新宿市日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
限，二日　七日　拾二日　拾七日　廿二日　廿七日　右以日限毎月可立市中者也」と，新宿の建

設とほぼ同時期に六斎市が設定されていることがわかる。

　したがって，青柳新宿の場合，両史料による限り，戦国期の定期市の開設を伴った典型的な新宿

建設過程が推測される訳であるが，慶長期の屋敷地割の分布状況をみると（図2・表2），間口より

奥行が長い屋敷は34筆中19筆と半数強に止まり，必らずしも明確な短冊型地割が成立していない

ことが判明する。

　ところが，寛文期の屋敷地割では，間口より奥行の短い屋敷は1筆しかなく，短冊型地割が成立

していることが明らかである。つまり，街道沿いに短冊型の屋敷地割が並ぶ新宿の空間構成は，17

世紀前期の河内路の街道整備による町割と判断され，中世末段階では，戦国大名によって設定され

た新宿でも計画的な町割・屋敷地割を伴っていなかったことが示されているのである。

　なお，慶長・寛文期の検地帳の現存する青柳新宿に近い西郡路の古市場（大市）・荊沢（今宿・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
今市）でも中世末期にすでに宿・市が成立していたことが明らかにされているが，屋敷形態を比較

するとまたっく同様の結果が得られる。甲州の多くの町場が，慶長期には未だこのようなルーズな

空間構成であったことが推定されるのである。

3）善光寺町の町割・屋敷地割とその変容

次に，中世末にすでに領主権力によって計画的な町割と短冊型地割が形成され，近世へと連続的
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表3　慶長6（1601）年善光寺町の屋敷規模分布
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図4　板垣村に編入された門前地区

に継承された町場の典型例として「善光寺町」（現・山梨県甲府市善光寺）を検討してみたい。

　善光寺町は，永禄8（1565）年の武田信玄による甲斐善光寺の建立後に門前に形成された町場で

あり，天正期には町屋敷は諸役を免許され，「六月之高棚，上町二打之者，諸法度以下，可為栗田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　
計事」と善光寺別当・栗田氏の管理下で門前市が開設されていた。慶長6年（1601）「善光寺町屋

敷帳」によって屋敷地割の特徴をみると，町屋敷は全体で191筆，平均表間口は約5間半で「大門
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通」といわれる参道の両側に奥行35間を超えるような大規模な短冊型地割をもつ町屋敷群が分布

しており「本町」と称されていたことが判明する（表3・図3）。また曼陀羅堂付近にも町屋敷が分
　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
布しており，近世の境内地が山門の建設によって門前町と厳然と区画されていたのと対照的である。

　一方，甲州街道の付替・整備によって成立した参道入口の板垣村の屋敷地割を慶長6（1601）年

「板垣村御縄打屋敷帳」（表4）によって比較すると，台ヶ原宿の移転の場合と同様，平均間口規模

はやや大きく逆に奥行は30間以下に押さえられ奥行規模が小さくなっていることが分かり，近世

の屋敷地割と中世の屋敷地割との差異を示すものとして興味深い。

　ところで，善光寺町では17世紀後期の状況を示す貞享元（1684）年「甲州万力筋板垣村御検地

屋敷水帳」が現存しており，善光寺町における近世初期の変容が明らかとなる。

　同史料によって屋敷の丈量範囲を復原すると（図4），文禄3（1594）年「浅野幸長寄進状」に

「善光寺小御堂・坊中・大門左右屋敷方弐百九拾壱俵八升，井爲毎日之仏供田七拾俵之所，於板垣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
之内令寄附言乞，仏法興隆・寺家破壊之再造，無油断可被申付者也」とあるように，近世初頭まで善

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
光寺の所領とされてきた善光寺町が貞享期には板垣村に編入されていた事実が判明する。

　また屋敷分布では，山門前の上宿と甲州街道沿い本宿・板垣宿との二箇所に分かれて屋敷群が分

布していたと推定される。上宿は，慶長期の屋敷地割を踏襲しており奥行35間を超える屋敷が多

数存在し，表間ロが10間以上と大きく屋敷も複数筆を所持する板垣村の有力住民層（年寄・大工
　（16）

棟梁）と表間口が4～5間と小さく屋敷も大半は1筆のみ所持かつ僧侶名をもつ二種類の住民層が集

住している。上宿は，中世に門前市の開催された上町に比定され，17世紀後期には板垣村の有力

住民層の居住地区として，また善光寺を支える供僧・平坊主層の居住地区として存在しており，戦

国期の上町の特殊性を継承したものと考えられる。

　なお，こうした町場の二極分解によって消滅した参道の中間部分に立地した町屋敷については，

慶長期には伊勢町，連雀町，八日市場町などに居住する名請人が含まれており，後述の様に，甲府

城下町の再編に伴って建設された新府中に集団的に移転したものと判断される。

　このように，近世初期の検地帳の比較分析によって，武田信玄による信州からの善光寺移転・建

設が大規模な中世町場を伴ったものであり，甲州街道沿いの都市的核として計画的に配置されたこ

と，その具体的な町割・屋敷地割の特徴，また近世初期の町屋敷の境内からの分離や門前の街道か

らの分離，新府中建設に連動した町場住民の移住など，中近世移行期の町の空間構成の変容を具体

的に推定できるのである。

②・・
・岬府城下町の再編

1）建設期の新府中

　主に文禄年間（1592～95年）における近世城下町の整備によって成立したとされる甲府・新府

中の町割は，三の堀内に東西6本・南北4本の明確な格子状の街路形態をもち，正方形街区を中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユの
とした両側町が形成されている（図5）。ここでは，城下町周辺村落の慶長期検地帳を用いること

によって直接的史料の少ない建設期の新府中の状況について判明する事実を考えてみたい。
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　　　町名一覧

口町人地
［古府中］

　1）広庭町（2間3尺3寸）

　2｝横田町（3間2尺）

　3｝古川尻（元緑）町（3間2尺）
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　1旬古（元）柳町（2間2尺）

　11）大工町（3間）

　12）古（元）連雀町（3間3尺）

［新府中］

　27）境町（4間3尺）

　28）横近習町〔3間5尺｝

　29）伊勢（山田）町（3間3尺6寸）

　30）八日町（3間5尺6寸）

　31）三日町（3間5尺）

　32）上連雀町（4間3尺）
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22）古（元）三日町（3間2尺）

23）上横沢町　24）下横沢町
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a．惣堀の整備と町割

　まず，町方から周辺村落に出作した名請人の肩書によって新府中の町名をみると，慶長6（1601）

年には，東西の町では伊勢町，八日市（場）・八日町，三日市（場），連雀小路・連雀町，南北の町

では工町，穴山小路，魚町，今柳小町（路）・柳町など三の堀内の主な町が記載される。また，三

の堀外の甲州街道沿いの各町としては，金手，一条小路・一条町，和田平，城（条）屋小路・城

（条）屋町が確認され，慶長6年における徳川氏（城代・平岩親吉）再領時には，すでに新府中の

各町が町共同体として成立していたことが窺われる。

　次に，慶長6（1602）年「中郡筋東青沼村御縄打之水帳」より新府中の整備状況を探ってみよう。

同史料では，末尾に「133間×10間・上田・4反4畝10歩・惣かまい堀二成」および「上田・4町3

反6畝歩・新屋敷二成」という注目すべき記載がなされている。「惣構堀」とは，言うまでもなく

町人地を取り囲む三の堀のことであり，東青沼村の位置からすると条里坪割線に一致する南側の惣

堀であったと推定される。また新屋敷の位置は明らかではないが同様に南の堀周辺と推定され，4

町3反6畝歩は街区幅60間を想定すると町長は218間となり，新府中における東西街路の一本分に

相当する大規模なものである。さらに，慶長6年「北山筋塩部之内御縄打水帳」でも「154間×60

間・上畠・3町8畝歩・河尻・屋敷二成・熊御縄之内」との記述がある。これは天正17（1589）年

の伊奈熊蔵検地の時に畠地として丈量された土地が屋敷に変更され，その規模や形状が示すように

城下の町屋敷分として供出されたものである。「河尻」という名称から柳町の南に連続する三の堀
　　　　　　　　　　　　　　（18）
外の川尻町に相当するとみられる。

　このように新府中南側において，三の堀や町屋敷用地が条里制に規定された周辺村落の耕地から

供出された具体的状況を知ることができるのである。また，新府中の町割が完成した時期を直接的

に示す一次史料は現存していないが，検地帳によって判明する慶長期の周辺村落の状況からみると

慶長期まで城下町整備が継続しており，慶長6年をその下限として考えることができよう。

b．新府中住民の移住状況

　さらに，周辺村落の慶長期検地帳によって新府中における町立時の住民の状況を検討してみたい。

　表5は，慶長6（1601）年「万力筋板垣村御縄打水帳」から集計した他町からの出作状況である。

板垣村は，他村に比較して出作が多いことが特色であるが，城下では和田平町が名請人・耕地面積

とも最大であり，一条町（小路），金手町，城屋町（小路）など近接する甲州街道沿い・三の堀外

の各町から大量の出作が認められる。さらに三の堀内では，これらの外町の西に連続する伊勢町が，

名請人で16人と第4位，耕地面積では2町2反8畝17歩と第2位の規模を占めている事実が注目さ

れる。慶長段階では，これらの大量の出作が町成立後の土地集積によるものとは考え難いことから，

元々，板垣村の耕地を所有した住民達が伊勢町に多く移住した結果と考えられるのでなかろうか。

　そうした観点から前掲の慶長6年「万力筋善光寺町屋敷帳」を見直すと，善光寺町屋敷の所持者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
にも伊勢町居住の者が5名と最も多く，彼らもやはり新府中の中心的な町として新設された伊勢町

に移転したことが想定される。従来，新府中の住民層については戦国期の城下である古府中からの

移住のみが強調されているが，伊勢町や甲州街道沿いの各町ではむしろ周辺部からの移転が主であ

ったとみられるのである。また短期間にこれだけの町が成立した背景として，善光寺町を含め甲州
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街道付近に既に発展していた中世段階の町場住民の再編があったと捉えられる。

2）古府中の再編と周辺部の町割・屋敷地割

　一方，武田氏時代における町屋地区の旧態が残されたとされる古府中に関しても，城下町周辺村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
落の慶長期検地帳や寛文2（1662）年「甲州古府中町数家数間数改帳」によって町割・屋敷地割レ

ベルまでを詳細に検討すると，近世城下町として積極的に改変・再整備された側面があることが判

明する。

a．城地・堀の整備と町割

　まず，慶長期の町名をみると，慶長16（1611）年には愛宕町・古横田町・古柳町・細工町・立

町・広小路・御崎町・袋小路・古三日市場・下横沢など三の堀内外の主だった町が成立してたこと

がわかる。

　古府中整備の状況に関しては，慶長6（1601）年「北山筋塩部之内御縄打水帳」が，その一端を

明らかにしてくれる。同史料には小字名「三日市」（古三日町）に「120間×15間・下々畠6反

歩・堀二成・沢右衛門」とみえ，末尾には①72間×30間・上畠7反2畝歩・横沢かたまち町屋敷二

成・熊御縄之内，②22間×18間・下畠1反4畝6歩・うら切・古府中（村）へ渡，③12間x11

間・上畠4畝12歩・同・城二成，④21間×9間・上畠6畝9歩・同・同（城）成，⑤94間×7間

半・上畠二反3畝15歩・同・古府中へ渡，⑥100間×13間・上畠4反3畝10歩・城二成・熊御縄之

内，⑦154間×60間・上畠3町8畝歩・河尻・屋敷二成・熊御縄之内，⑧100間×6間半・上畠2反

1畝20歩・古府中二渡，⑨144間×65間・上畠3町1反2畝歩・白木町二成，と9ヵ所の土地の移

譲・利用形態の変更が書き上げられている。これらから，主に西側において塩部村の耕地が城地や

堀として供出されたことが判明する。とくに注目されるのは，大量の耕地（上畠）が①横沢かたま

ち（72間×30間）と⑨白木町（144間×65間）という町屋敷となっていることである。これらの

町は，天正17（1589）年伊奈熊蔵の検地以降，慶長6年までに新たに町立されたことが判明するの

であり，とくに城郭の西北側では武家地や二の堀・三の堀の開馨と併せて大幅に町人地が拡張され，

既存の古三日町などの町場も大きく改変されたことが推定される。

b．古府中の町割・屋敷地割の特徴

　図6は，古府中の中心に位置する広庭町・横田町・古川尻町・古穴山町・古柳町・大工町・連雀

町・細工町・畳町・立町・広小路町という三の堀内外の各町について，寛文2（1662）年「甲州古

府中町数家数間数改帳」より推定復原した寛文2年段階の町割・屋敷地割復原図である。

　戦国期より存在した寺院群が町屋地区に混在し，かつ大規模な寺院が街区中央にあって門前を成

し町屋地区の中核を構成するという新府中と対比的な空間特性は，中世からの連続性をもった部分

とみなすことができる。一方，屋敷地割に注目しながら町割を見直してみると，三の堀内では西側

の広小路・畳町・立町で地尻が整然と揃えられており，とくに広小路では奥行30間の明確な背割

線の存在が確認される。西に隣接する白木町が新設されたことは前述したが，南に隣接する新紺屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
町も城下町の再整備によって新設された町であったことが指摘されており，当地区も同様であった

16
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可能性が高い。最も旧態を留めているとされる三の堀外でも，屋敷地割は地尻を揃えた整然とした

ものとなっており，とくに古柳町の北側では茅葺大工が集住しているが奥行30間に地尻を揃えた

町屋敷が両側に整然と並んでいることが注目される。

　これに関連して，慶長16（1611）年「中郡筋遠光寺村之再縄水帳」をみると，屋敷筆数97筆の

内で60筆が奥行30間に揃えられ，その内，表間口6間が27筆・8間が16筆と圧倒的に多く，中道

往還の城下町への入口に遠光寺町が成立し，計画的な屋敷地割が施されていたことが判明する。同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
様の奥行30間の短冊型地割による屋敷地割は甲州街道沿いの一条町・城屋町でも確認されるが，

慶長期までに，こうした計画的な屋敷地割によって城下町周辺部における各町の整備が進展したこ

とは疑いない。

　古柳町は，呈鄭燭ヶ崎館の大手筋に位置する古府中の中心的な城下宿であり，天正2（1574）年に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
は武田勝頼によって町並整備が奨励されているが，町割は，そのまま近世に引き継がれたものでは

なく，近世初頭にける周辺部の町としての位置づけのもとに同様な計画的な屋敷地割がなされたこ

とが推定されるのである。

③・・
・御師町の屋敷地割

　中世末に多数の富士参詣道者を吸引した御師町は，中世段階の宿の典型的な形態でもあり，また，

御師家の存続によって近世以降にその形態を継承せしめたという点でも貴重な素材とすることがで

きる。ここでは，そうした事例として「上吉田宿」（現・山梨県富士吉田市上吉田）および「河口

宿」（現・山梨県南都留郡富士河口湖町河口）を取り上げ，中世末期から近世初期における屋敷地

割の特徴について比較検討してみたい。

1）屋敷地割の継承と変化

　上吉田宿は，元亀3（1572）年に集落移転し，新宿として新たな町割・屋敷地割が施されている。
　　　　　　　（24）
元亀3年「屋敷割覚」によって復原される中世末の御師屋敷の地割は，表間口が東町で平均約14間，

西町で平均12間，奥行は80間を超える大規模な短冊型地割であり直線道路の両側に整然と並んで

いる。また近世以降も基本的にこうした大規模な短冊型地割を継承しており，地割内は「前屋敷＋

本屋敷（主屋）＋裏地（耕地・墓所）」という特徴的な空間構成を取っていた。ここでは，寛文9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
（1669）年「郡内上吉田村御水帳」および慶長5（1600）年「甲州都留郡上吉田御検地帳」によっ

て屋敷地割の特徴と変化について検討してみたい。

　まず，寛文期の検地帳を検討すると，町場内において屋敷以外の地目として「裏地」が丈量され

ていることが注目される。裏地の石盛は6斗5升代であり，新町分屋敷6斗代や横町分屋敷4斗5升

代など周辺部の町屋敷よりも高率に設定されており，裏地が中心部の屋敷に準ずる重要な存在であ

ったことが窺われる。しかも連続する屋敷と裏地はほとんど同一名請人であり，小規模な屋敷→大

規模な屋敷→裏地の順で反復して記載されることから，前屋敷＋本屋敷＋裏地の構成をもつ短冊型

地割を表から裏へと順に丈量したことが容易に推定される。検地帳の記載が面積のみであるため正

確な屋敷地割は判明しないが，平均的な街区の奥行80間を想定して矩形で近似することで推定復
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図7 寛文9（1669）年「検地帳」の屋敷・裏地構成と

元亀期の屋敷地割との対応関係
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原したものが図7である。

　同図によって①前屋敷が存在せず屋敷・裏地のすべてが同一名請人であり短冊型地割がそのまま

継承されたもの…30件，②屋敷・裏地が同一名請人であり，かつ前屋敷が分筆されたもの…11件，

③前屋敷に相当する部分の一部で他の名請人がみられるもの…14件，④前屋敷に相当する部分の

すべてが他の名請人によって占められ前面には引込路（タツミチ）のみを所持していたと推定され

るもの…10件，が確認される。したがって，大規模な短冊型地割の敷地利用として，前屋敷＋本

屋敷＋裏地という空間構成が寛文期には成立していたこと，そして過半数に前屋敷の分筆がみられ

別名請人となっていることから，前屋敷に居住した従属的な住民階層が寛文期までに地借・店借層

から屋敷持層へと自立していたことが窺われるのである。

　さらに遡って慶長検地帳で注目されるのは，「誰々門」という肩書をもつ屋敷の存在であり，寺

庵を除く総筆数212筆の内31筆を占めている。こうした「門屋敷」の屋敷規模は60～90歩をピー

クとしていつれも小規模であり，従属階層の居住する前屋敷を構成していたとみられる。ただし，

それ以外にも小規模な前屋敷は多数存在しており，寛文期の屋敷構成は基本的に慶長期まで遡るも

のと考えられる。

　つづいて元亀3（1572）年・慶長5（1600）年・寛文9（1669）年について個別の屋敷地割を比較

検討したい。図8の事例Aは，大規模な短冊型地割の典型事例であり，表間ロ22間4尺5寸を有す

る大猿屋の屋敷で，慶長5年には前屋敷が6筆に分筆されており内2軒は大猿屋の門屋敷であった。

この門屋敷のみが寛文期に大猿屋（縫之助）所持に戻っている。他の前屋敷は一般的な町屋敷とし

て譲渡・売却されたものと推定される。また事例Bは，表間口9間と比較的規模の小さい短冊型地

割が間口方向に2分割された事例であり，分家の輩出など御師屋敷の分解過程を示す事例とみなさ

れる。

　以上，慶長・寛文期の検地帳の分析によって大規模な短冊型地割をもつ中世末における御師屋敷

の屋敷地割と門屋敷や裏地をもつ内部の敷地利用，および近世初期における前屋敷の析出過程など

を抽出することが可能である。

2）上吉田宿と河口宿の比較

　上吉田宿と並んで，富士信仰の拠点となった中世以来の御師町として河口宿が存在する。河口宿

の場合，慶長期の状況は明らかでないが寛文9（1669）年「郡内領川口村検地水帳」によって屋敷

地割の復原が可能である（図9）。同図をベースとして復原的考察を加えることで，中世末期の河

ロ十二坊（大駒谷・大玉谷・大友谷・大黒谷・大関谷・大瓶子谷・大猿谷・大俵谷・大額谷・大上
　　　　　　　　　（26）
野坊・大梅谷・大靱谷）の分布が微高地を選んで浅間神社の南側に集中していること。十二坊の

屋敷は，地籍図などと比較することによって，上吉田宿と同様に奥行80間程度の「前屋敷（前

畠）＋本屋敷＋裏地（護持寺）」の構成をもつ大規模な短冊型地割が確認されるが，寛文検地帳には

裏地が屋敷と連続して記載されていないために，奥行30間を超える屋敷が多数存在するものの40

間程度までしか丈量されていないことがわかる。表間口も平均約5間半で上吉田宿に比較すれば小

規模となっている。

　地籍図に比定すると寛文検地帳に記載された屋敷間に若干の隙間が生じるので，余歩のような丈
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量時における寸法の低減が考慮されねばならないが，それでもこの大きな差異は当時の地割形態の

相違とみなければなるまい。すなわち，河口宿では，集住形態が自然形成的な段階を留め，裏地ま

でを計画的に配分するような短冊型地割が明確に施されなかったため屋敷の一部として認識されな
　　　　く　カ
かったこと。また，上吉田宿の御師層が元亀期段階に49軒を数える（新屋敷を除く）のに対して，

河口宿ではおそらく十二坊に相当する程度の御師数の規模であり，その後十二坊から分家屋敷が周

辺部に輩出され街道沿いに両側町が形成されたとみられるが，上吉田宿の図7の事例Bの様に，そ

れらがいずれも比較的規模の小さい御師屋敷であったことが掲げられるであろう。

　さらに上吉田宿との比較で注目されるのは，前屋敷の存在形態であり，河口宿では寛文期には短

冊型地割の一部で前後に分割され始めているが，分割されていない屋敷が大半を占めているのが特

徴である。すなわち，上吉田宿では寛文期までに前屋敷が分筆され，独立性の高い町屋敷（主に御

師層とは異なる住人が居住）に利用され両側町を形成し，同時にタツミチと称される格式的な引込

路が形成され，本御師層の居住地と町屋地区という前後の屋敷での階層格差が顕在化しているのに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　ハ
対して，河口宿では寛文期以降に前屋敷が分筆され，主に分家層の町御師屋敷に利用されており前

後の屋敷の階層差は少ないのである。こうした差異は，どこから生じたものであろうか。

　上吉田宿では，天正20（1592）年の「吉田宿伝馬引付」によって，東町92名，西町89名が書上

げられているが，すでにその中には前屋敷に居住した住民階層が数多く含まれていた。このことは，

道路に面した前屋敷が伝馬役負担を挺子として短冊型地割の奥に居住する御師家から自立しつつあ

ったことを示唆しており，それはやがて表間口3間～6間×奥行30数間程度の短冊型地割をもち道

路に面して町屋が建つ近世的な町屋敷形態の成立へと繋がっていったと考えられる。そして，こう

した広範な前屋敷の自立過程を促進した理由のひとつに市立が掲げられよう。

　慶長2（1597）年「浅野氏重判物写」には「毎年六月於吉田諸国之商人立来候町場之事，自当年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
者上中下二年別を以高町平町共二打来候之様二可被申付候也」とあり，富士参詣道者を対象に毎年

六月に開催されてきた吉田市の市立について，市日のみ道路に店棚を出す「高町」の他に，一年中

店を構えた「平町」＝店商いの存在が示されており，前屋敷の中に常設店舗化が進展しつつあった
　　　　　　　くヨの
ことを示している。そして，市立の範囲については，新たに「上・中・下」と3地区に区分し年別

に巡回することを規定している。それは，おそらく町場の一部分に限定されていた自然発生的な市

の場を，町場全体の繁盛を考慮して全域に再配分したものとして注目される。新宿に取り込まれた

市の場の再編成によって上吉田宿の屋敷形態も近世的な形態へと変容していったとみなすことがで

きるであろう。そうした意味では，河口宿では，前屋敷の自立を促すような市や町屋の展開が少な

かったのではないかと推定されるのである。

　また，上吉田宿では，慶長11（1606）年「新町御師中」宛の「鳥居成次判物写」に「新屋敷へ

罷出候者共，本屋敷如前々相違有間敷候，井役等之儀，両年令免許，来年町之儀，新屋敷二相立候，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
屋敷役之儀者，上吉田本町並二可致之候者也」とあるように，元亀期の町割によって成立した「本

町（東町・西町）」から輩出された本御師家の分家層等によって「新町」が新設されている（図10）。

　そこには自立性を強めた前屋敷居住者層の町屋敷も新設されており，寛文検地帳で判明する屋敷

規模をみると，奥行が約60間と深く裏地をもつ構成であることなど元亀期の屋敷地割を継承した

部分もみられるが，全体としては間口規模が小さく，必ずしも複数の前屋敷の付設を前提としない
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近世的な町屋敷形態が体勢を占めていることがわかる。河口宿における寛文期の状況も同様な近世

初頭の御師屋敷の分家輩出の過程を経て形成された屋敷形態とみなすことができるのではなかろう

か。

　このように近世初期検地帳によって上吉田宿と河口宿の屋敷形態を比較検討することによって，

中世末期の御師屋敷にみられる大規模な短冊型地割の内部状況や近世初期にかけての屋敷分解の過

程，そして，それぞれの町場における差異を解明することができるのである。

おわりに

　以上，甲州を対象として，近世初期検地帳に記載された屋敷形態の分析を中心に，中世末に存在

した甲州街道の宿，市立を伴う新宿，善光寺町，甲府城下町，御師町の空間構成について具体的に

検討を加えた。従来，近世村落構造の解析にのみ用いられることの多かった検地帳を，中世末期に

成立した都市的な場の空間分析のデータとして活用することの重要性の一端は開示できたのではな

いかと考える。

　最後に，本稿で指摘した中近世移行期の町場の空間構成の特徴を列挙しておきたい。

　まず，中世末の武田氏領内では，青柳新宿のように市立を伴う新宿の場合でも明確な計画性をも

つ町割や短冊型地割が検出されず，こうした計画的な町割・屋敷地割は，甲州街道の台ヶ原宿や善

光寺町など重要な町場に限定されていたとみられる。そして，明確な短冊型地割をもたないルーズ

な空間構成の街道沿いの多くの町場も寛文期までには一様に短冊型地割に整備されている。

　これらの町場の短冊型地割については，近世初期には間口6間を基準として奥行30間以下が一つ

の基本形となっているが，中世段階に成立していた短冊型地割は，台ヶ原宿・善光寺町など総じて

奥行30間を超え，一方，間口規模については中世段階ではそれよりも狭い傾向が認められる。こ

うした近世における屋敷規模の基準は，甲府城下の周辺諸町で慶長段階に確認され，おそらく城下

町整備のための計画的な屋敷地割が在地の町場の整備にも導入されたものであろう。

　また甲府城下町に関しては，周辺村落の検地帳の分析を通じて惣構堀や町割の整備状況の一端が

解明されると同時に，戦国期城下町としての古府中の改変や新府中住民の移住状況などが明らかと

なった。その際に特に注目されるのは，従来あまり指摘されることのなかった城郭東側の条里制の

存在する地域の中世町場・集落と城下町建設過程との密接な関係であり，中世段階の甲州街道や善

光寺町との関係を含めて再検討されねばならないであろう。

　最後に，中世段階の御師町に関しては，上吉田宿・河口宿ともに前屋敷・門屋敷のような従属的

な住民階層を内包した複数の住居で構成される大規模な短冊型地割の存在が指摘されるが，これは
　　　　　く　
中世的な「構」の発展した屋敷地割として注目され，中世末の宿における有力住民階層の屋敷形態

の一類型として敷桁して考えることが可能であろう。ただし，上吉田宿の場合は，こうした大規模

な短冊型地割が町場全体に及んでおり，その意味では御師集団の並列的な共同体組織が象徴された

特殊な町割・屋敷地割と言えるかもしれない。また，前屋敷の自立・分解過程には近世初頭の伝馬

役負担や市立方式などが影響を与えたとみられ，ふたつの御師町においても一様ではなかったこと

が指摘できる。
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は，すでに平山優「戦国期甲斐国の市・宿・町一武田

領国経済研究序説」（『武田氏研究』第7号，1991年），

同「戦国期甲斐国の市・宿・町一都留郡・河内谷中を
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（32）　御室浅間神社の神官であった小佐野越後の屋

敷について弘治2（1556）年「小山田信有印判状」（『新

編甲州古文書』2085号）に「其方構之内，棟別家五

ッ，如前々令免許者也」とある。

（東京理科大学工学部，国立歴史民俗博物館共同研究員）

　　　　　（2005年5月17日受理，2005年7月15日審査終了）

23



Bulletin　of　National　Museum　of　Japanese　History

Vol．127　March　2006

AStudy　on　the　Spatial　Composition　of　the　Tbwns　Du亘ng　the　Transition

Period　from　Medieval　to　Early　Modem：An　A皿lysis　Comparing　the　Form

of　I）welling　Lots　of　the　Tbwns　in　Koshu　Area　by　Means　of　Kellchicho　in

the　Early　Edo　Period

ITo　Hirohisa

　　　This　paper　seeks　to　clar晦the　character　of　spatial　composi60n　of　the　towns　such　as　post　to㎜of

五b∫吻Road，　market　town，　Z勿ゐ励temple　town，κ励castle　town　and　Osi（Lower　Shinto　priests）town

during　the　transition　period　from　medieval　to　early　modern（during　the　16th　and　17th　centuries），

through　an　analysis　of　the　form　of　dwelling　lots　by　means　of　surviving　archival　materials　on　landtenure

called　1艶κ¢Mcカo　registered　in　the　early　Edo　peHod．

　　　Features　of　the　spatial　composition　are　as　follows．

　　　In　small　new　post　towns　with　market　which　have　been　established　by　7励θ4αFamilly，　rαηzα肋

（like　a　strip　of　paper）typed　land　division　was　not　detected　yet　in　the　16th　century．　And　such

intensional　town　planning　should　be　pressumed　to　be　adopted　only　in　the　politically　and　strategically

important　towns　such　as　post　towns　of飽s吻Road　and　Z吻物’i　temple　town．

　　　At　the　beginning　of　the　17th　century，’α〃zα肋typed　land　division　were　generally　used　in　town

planning　belonging　to　the　collntryside．　This　type　of　dwelling　lots　had　the　standard　form（㎡dth　of

dwelling　lot　is　about　6〃θηand　depth　is　under　30丘θκ）under　the　influence　of　the　method　of　town

planning　on　the　fringe　of　1⑭casUe　town．

　　　On　the　other　hand，　the　depth　of　medievalτακ2αムtyped　land　division　in　Z碗ゐρガtemple　town

which　has　been　founded　since　the　middle　of　16th　century　was　deeper　than　30んθ〃of　these　in　the　early

Edo　pehod．

　　　Concerning　Os〃town，　it　has　the　largeオ伽2α肋typed　land　divisi皿（司dth　of　dwelling　lot　is　about

15〃εηand　depth　is　80〃θ〃on　average），　and　one’ακ2α肋type　lot　holded　several　dwellings　for　large

familly　including　the　frontage　buildings　for　subordinate　habitans　called、陥4⑳osぬ伽．Such　complex

dwelling　pattem　indicates　one　of　the　typical　utilizadon　of　dwelling　lots　for　upper　class　habitants（called

αoκα）of　the　late　medieval　post　to㎜．
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